
公  告 

 公募型プロポーザル方式により事業の受託者を選定するので、次のとおり公告する。 
なお、本件公募型プロポーザルは国の補助事業の交付決定前の契約準備行為であるため、令和
４年度において予算の交付がなされない場合には、本件公募型プロポーザルは中止するものとす
る。 

令和４年４月２１日 

鳥取市長 深 澤 義 彦     

１ 事業の概要 
（１）事業の名称 
   鳥取市公設地方卸売市場再整備事業 
（２）事業の内容 

本事業は、公民が連携して効果的に施設整備を行うＰＰＰ手法に基づき実施するものとし、
本施設の基本設計を含む設計業務及び建設工事を一括して発注する設計施工一括発注方式
（ＤＢ方式）で行うものとする。詳細は、「鳥取市公設地方卸売市場再整備事業要求水準書（事
業概要）（以下「要求水準書」という。）」のとおりとする。 

（３）契約期間 
  契約締結日（令和４年９月予定）から令和８年２月２８日までとし、各業務の期間は次の
とおりとする。 
ア 基本設計・実施設計 
事業契約締結日から令和６年３月３１日までとする。ただし、水産物棟は、令和５年
３月３１日までとする。 

   イ 建設工事 
事業契約締結日から令和８年２月２８日までとする。ただし、水産物棟は令和６年３
月３１日まで、青果仲卸業者棟及び買荷保管所棟は令和７年３月３１日までに供用開始
できるようにするものとする。 

（４）提案上限額 
金３,５９７,１０１千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上限とし、各年度の上限
を次のとおり予定している。 
 令和４年度   ４９,３２３千円 

    令和５年度    ６４８,１１９千円 
    令和６年度  １,０７４,１７８千円 
    令和７年度 １,８２５,４８３千円 

上記割合は現時点での予定であり、事業者の提案に基づき協議し、契約時に定めるが、国
交付金の申請スケジュールの状況により変更する場合がある。 

（５）市は、事業者に対し、要求水準書に定める業務の対価として、各年度の提案上限額の範囲
内で契約書に定める額を支払う。 

（６）市は、事業者が提供する本事業のサービスが要求水準書に定める要求水準を満たしていな



い場合には、事業者に業務内容の改善を求め、事業者は自らの費用負担により改善処置を講
ずるものとする。改善が認められない場合は、原則として、要求水準書未達成相当額を試算
し対価を減額する。 

（７）事業者は、本施設の用途又は目的を妨げない範囲において、余剰地を有効活用し、鳥取市
場と相乗効果の期待できる民間施設を自由提案により整備・運営できるものとする。この自
由提案施設部分については、事業用定期借地権の設定契約（建物の建築を伴わない場合は土
地貸付契約）を締結するものとし、実施により得る収入は事業者の収入とするが、整備・運
営における一切の責任を事業者が負担するものとする。 

２ 応募者の構成要件 
（１）応募者は、統括管理業務に当たる者、設計業務に当たる者、建設工事に当たる者、工事監
理業務に当たる者、供用準備業務に当たる者及び自由提案事業に当たる者の複数の企業で構
成されるグループ（グループを構成する企業を「構成企業」という。以下同じ。）とすること。 

（２）応募者は、構成企業の中から代表企業を定めること。なお、代表企業は、鳥取市内に本店
（商業登記簿上の本店をいう。以下同じ。）を有する者とすること。 

（３）構成企業は、請け負った業務の一部について、第三者に委託又は下請人を使用することが
できる（構成企業が請け負った業務の一部を受託又は請け負う者を「協力企業」という。以
下同じ。）。 

（４）応募者は、資格審査書類の提出時に代表企業及び構成企業を明示するものとする。 
（５）構成企業が複数の業務を兼ねて実施することを妨げないが、建設業務と工事監理業務を同
一の者若しくは資本面又は人事面において密接な関連のある者が兼ねてはならない。なお、
「資本面において密接な関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の１００分の５０
を超える議決権を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資している者をい
い、「人事面において密接な関連のある者」とは、当該企業役員（監査役を除く。）を兼ねて
いる場合をいう（以下同じ）。 

（６）応募者を構成する構成企業のいずれもが、他の応募者の構成企業となることはできない。
また、構成企業と資本面又は人事面において密接な関連のある者についても、他の応募者の
構成企業になることができない。    

（７）構成企業の変更及び追加は、５の（４）に規定する場合のほか市がやむを得ないと認めた
場合を除き、認めない。 

（８）応募者は、協力企業に発注する場合は、可能な限り鳥取市内業者を活用するように努める
ものとする。なお、建設工事の一部を協力企業に請け負わせる場合には「鳥取県建設工事に
おける下請契約等適正化指針」に準じ、地元企業の参画促進や雇用促進への貢献に期待する。  

３ 応募者の備えるべき参加資格要件 
応募者の構成企業は、次の（１）及び（２）で規定する参加資格要件を、参加資格確認基準日
（５の（２）の参加表明書等の提出期限日をいう。以下同じ。）において満たしていなければな
らず（（２）のアの（ア）、イの（ア）、ウの（イ）及びエの（ア）の要件を除く。）、当該要件を
満たしていない場合の応募は認めないものとする。また、資格審査書類に事実と異なる記載の
あるものは、当初から参加資格がなかったものとみなす。 
なお、鳥取市公設地方卸売市場再整備事業事業者選定・選考委員会（以下「事業者選定委員



会」という。）の委員に直接、間接を問わずプロポーザルに関する不正な接触又は要求を試みた
者については、参加資格を失うものとする。 
（１）共通の参加資格要件 
ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しな
いこと。 
イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者（開始の決定がなされた者を除く。）、銀行取引停止になっている者等、経営状
況が著しく不健全であるものと認められないこと。 
ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て中又は破産手続中で
ないこと。 
エ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく営業停止処分期間中でないこと。 
オ 公告日から参加資格確認基準日までの間に、鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱（平
成２５年４月１日制定）の規定に基づく入札参加停止期間中でないこと。 
カ 本事業についてアドバイザリ業務を委託した次の者でないこと。また、これらの者と資
本面又は人事面において密接な関連がある者でないこと。 
・株式会社流通研究所 
・不二綜合法律事務所 
・株式会社計画・環境建築 

キ 事業者選定委員会の委員又は委員が属する企業と資本面又は人事面において密接な関連
がある者でないこと。なお、人事面において関連のある者には、監査役を含まない。 
ク 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員
又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。）が、暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定す
る暴力団員と関係を有しないこと。 
ケ 禁錮以上の刑執行を終了し、又は受けることがなくなってから２年を経過していない者
が企業の代表者でないこと。 
コ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力
団をいう）又は暴力団員が経営に関与していないこと。 
サ 鳥取市に納税義務がある場合、鳥取市税を滞納していないこと。 
シ 法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 
ス 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、その信者を教化育成することを目的とする団体で
ないこと。 
セ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。 
ソ 鳥取市議会の議員、市長、副市長、教育長、会計管理者、指定管理者候補者の選定に関
与する市の職員並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５第１項及び
第３項に規定する委員会の委員（監査委員を含む。）が会長、副会長、社長、副社長、代表
取締役、専務取締役、常務取締役、理事長副理事長、専務理事、常務理事その他これらに
準ずる常勤の役員に就任している法人及びその他の団体でないこと。 

（２）個別の参加資格要件 
応募グループの構成企業のうち次のアからオまでの業務に当たる者は、上記（１）の要件



のほか、それぞれ次に掲げる各要件を満たすこと。 
なお、複数の要件を満たす者は当該複数業務を実施することができるものとするが、建設
工事業務に当たる者及びその関連会社が、工事監理業務を行うことはできないものとする。 
ア 設計業務を行う者は、次の要件のいずれにも該当すること。なお、複数の者で実施する
場合は、次の（ア）及び（イ）の要件は全ての者が該当し、（ウ）及び（エ）の要件は１者
以上が該当すること。 
（ア）「建設工事の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申
請手続等について（令和２年鳥取市告示第５６８号）」又は「測量等業務の一般競争入札
又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等について（令和２
年鳥取市告示第５６９号）」 に基づく入札参加資格を有する者であること。ただし、参
加資格確認基準日において当該入札参加資格を有していない者が、令和４年６月１０日
（金）までに鳥取市総務部検査契約課に申請を行った場合において、当該申請に基づく
入札参加資格の決定を得たときは、この要件を満たすものとする。 

（イ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により、一級建築士事
務所の登録を受けた者であること。 

（ウ）技術士（総合技術監理部門（建設－都市及び地方計画）又は建設部門（都市及び地方
計画））又はＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）の資格を保有している者を担当者として
配置できること。 

（エ）平成２０年４月１日から令和４年３月３１日までの間に建設工事が完了（竣工）した
延床面積４,０００㎡以上の倉庫又は倉庫に類似した施設の実施設計業務を元請として
履行した実績を有していること。 

イ 工事監理業務を行う者は、次の要件のいずれにも該当すること。なお、複数の者で実施
する場合は、次の（ア）及び（イ）の要件は全ての者が該当し、（ウ）の要件は１者以上が
該当すること。 
（ア）アの（ア）の入札参加資格を有する者であること。ただし、参加資格確認基準日にお
いて当該入札参加資格を有していない者が、令和４年６月１０日（金）までに鳥取市総
務部検査契約課に申請を行った場合において、当該申請に基づく入札参加資格の決定を
得たときは、この要件を満たすものとする。 

（イ）建築士法第２３条第１項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であるこ
と。 

（ウ）平成２０年４月１日から令和４年３月３１日までの間に建設工事が完了（竣工）した
延床面積４,０００㎡以上の倉庫又は倉庫に類似した施設の工事監理業務を元請として
履行した実績を有していること。 

ウ 建設工事を行う者は、次の要件のいずれにも該当すること。なお、複数の者で実施する
場合は、次の（ア）、（イ）及び（ウ）の要件は全ての者がいずれにも該当し、（エ）、（オ）
及び（カ）の要件は１者以上が該当すること。 
（ア）建設業法第３条１項の規定による特定建設業の許可を受けた者であること。 
（イ）アの（ア）の入札参加資格を有する者であること。ただし、参加資格確認基準日にお
いて当該入札参加資格を有していない者が、令和４年６月１０日（金）までに鳥取市総
務部検査契約課に申請を行った場合において、当該申請に基づく入札参加資格の決定を
得たときは、この要件を満たすものとする。なお、当該入札参加資格において建築解体



工事は別工種となっているため、申請時に留意すること。 
（ウ）鳥取市内に主たる営業所（本社）を有する者は、（ア）の許可に係る建設工事の種類に
おいて、鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱（平成１７年１月２６日制定）に基づ
き、該当工種のＡ級に格付されている者であること。また、鳥取市外に主たる営業所（本
社）を有する者は、建設業法第２７条の２３第１項に定める経営事項審査における直近
かつ有効な総合評定値が、次の表の左欄に掲げる建設工事の種類ごとに同表右欄に掲げ
る総合評点値の基準を満たしていること。 
建設工事の種類 総合評定値 
建築一式工事 １,０００点以上
土木一式工事 ９００点以上
電気工事 ８００点以上
管工事 ８００点以上
上記以外の工事 －

（エ）建設業法第３条第１項の規定により建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者
であり、かつ、建設業法第２７条の２３第１項に定める経営事項審査において、直近か
つ有効な建築一式工事の総合評定値が１,０００点以上であること。 

（オ）平成２０年４月１日から令和４年３月３１日までの間に建設工事が完了（竣工）した
延床面積４,０００㎡以上の倉庫又は倉庫に類似した施設を元請として施工した実績を
有していること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、代表としてその共同企
業体中最大比率の出資又は最大分担工事額の分担実績を有しているものに限る。 

（カ）本件工事において、建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者（直接的かつ恒常
的な雇用関係にある者に限る。なお、恒常的な雇用関係とは、参加資格確認基準日にお
いて雇用期間が３月以上経過していることをいう。）を専任で配置できること。なお、配
置した監理技術者の途中変更は、市がやむを得ないと認めた場合を除き認めない。 

エ ア～ウの業務に当たらない者が参加する場合は、その他業務に当たる者として参加する
ものとする。その他業務に当たる者は、次の要件を満たすこと。 
（ア）製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一
般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等につい
て（令和３年鳥取市告示第５１７号）に基づく入札参加資格を有する者であること。た
だし、参加資格確認基準日において当該入札参加資格を有していない者が、令和４年６
月１０日（金）までに鳥取市総務部検査契約課に申請を行った場合において、当該申請
に基づく入札参加資格の決定を得たときは、この要件を満たすものとする。 

（イ）業務を実施するために必要となる資格（許可、登録、認定等）及び資格者を有するこ
と。 

オ 自由提案事業に当たる者は、自由提案事業の遂行において、必要となる資格（許可、登
録、認定等）及び資格者を有すること。 

４ 事業者の募集及び選定に関する事項 
本事業では、民間事業者の広範囲かつ高度な能力やノウハウと効率的かつ効果的な事業実施
が求められることから、事業者の選定は、施設や設備の性能、事業計画の妥当性等に価格評価
を加え、プロポーザルにより行うものとする。 



また、事業における市内事業者の活用や、地域への貢献度についても評価の対象とする。 

５ 応募手続等 
（１）鳥取市公設地方卸売市場再整備事業募集要項（以下「募集要項」という。）の交付 

募集要項は、市公式ウェブサイトに掲載するとともに次のとおり希望者に直接交付する。 
ア 場所   
１５の部署 

イ 期間及び時間 
令和４年４月２１日（木）から同年５月２０日（金）までの日（鳥取市の休日を定める
条例（平成元年市条例第２号）第１条第１項に規定する鳥取市の休日（以下「休日」とい
う。）を除く。）の９時００分から１７時００分まで 

（２）参加表明書等の提出 
   本事業の応募者は、募集要項に定めるところにより参加表明及び資格審査に関する書類を、
（１）のアの場所に、（１）のイの期間に提出するものとする。 

（３）本事業の応募者は、募集要項に定めるところにより事業提案書、価格提案書等を提出する
ものとする。 

（４）参加資格確認基準日から優先交渉権者決定までの間に、応募者が参加資格要件を満たさな
くなった場合、市は、当該応募者の参加資格を取り消すことができるものとする。ただし、
応募者の構成企業のうち、代表企業を除く１ないし複数の法人が参加資格を喪失した場合に
おいて、当該応募者が参加資格を喪失した法人と同等の能力・実績を持ち、３の参加資格要
件を満たす新たな法人を構成企業として加えた上で、２の構成要件を満たす応募グループの
再編成を市に申請する場合は、引き続き参加資格があるものとみなすこととする。 
なお、応募者のうち代表企業が参加資格要件を喪失し、市が当該応募者の参加資格を取り
消したときは、応募グループの再編成を市に申請することはできないものとする。 

６ 留意事項 
（１）市への事業提案書等の提出をもって、応募者は募集要項等及び追加資料の記載内容を承諾
したものとする。 

（２）応募に関し必要な費用は、全て応募者の負担とする。 
（３）提出書類の取扱い・著作権 
ア 著作権 
事業提案書の著作権は、応募者に帰属するが、本事業において公表等が必要であると認
められるときは、市は事前に応募者と協議した上で、事業提案書の全部又は一部を無償で
使用できるものとする。また、契約に至らなかった応募者の提案については、市による事
業者選定過程等の説明以外の目的には使用しないものとする。 
イ 特許権等 
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて
保護される第三者の権利対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用し
た結果生じた責任は、原則として応募者が負うこととする。 

（４）市が提供する資料は、応募に際しての検討以外の目的で使用することはできない。 
（５）応募者は、本事業において複数の事業提案を行うことはできない。 



（６）提出書類の変更、差し替え及び再提出は、市から指示する場合を除き、認めない。 
（７）応募者から提出された事業提案書等に疑義がある場合には、応募者に対して内容の確認及
び追加資料の提出等を求める場合があるほか、応募者に対して個別質疑又はヒアリングを行
って確認する場合がある。なお、個別質疑及びヒアリングにおける応募者の回答内容等は、
事業提案書における提案内容と同様の扱いとし、本事業において契約上の拘束力を有するも
のとして扱う。 

（８）使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定めるもの、通貨単位
は円、時刻は日本標準時とする。 

７ 優先交渉権者の選定方法 
本事業における優先交渉権者の選定は、プロポーザルにより行うものとし、審査は、事業者
選定委員会が募集要項に定める方法により実施する。 

８ 優先交渉権者の決定・公表 
市は、事業者選定委員会の意見を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。 
優先交渉権者及び次点交渉権者を決定後、その結果をそれぞれの応募者に対して通知すると
ともに、審査の結果は市公式ウェブサイトにおいて公表する。 
事業提案書等の提出者がいない場合は、事業者の募集、審査及び選定について公正に選定を
執行することができないため、本事業を実施することが適当でないと判断し、この旨を速やか
に公表することとする。 

９ 協定の締結 
市と優先交渉権者は、事業契約の締結に先立って、募集要項等及び事業提案書等に基づき協
定を締結する。 
  この協定の締結をもって、優先交渉権者を事業予定者とする。 
優先交渉権者と市との協議が整わない場合、市は次点交渉権者と協議を行う。 

１０ 契約手続 
（１）市と事業予定者は、協定に基づいて事業実施の詳細条件を協議、調整し、令和４年８月２
６日（金）（予定）までに合意を得て、仮契約を締結するよう努めるものとする。 
ただし、原則として協定書、募集要項及び事業提案書等の内容を変更できないことに留意
する。 

（２）仮契約は、令和４年９月鳥取市議会定例会（予定）における議決をもって本契約として成
立するものとし、否決された場合には本契約を締結しないものとする。 

（３）（２）の場合において、事業予定者が損害を生じた場合においても、市は一切その賠償の責
に任じないものとする。 

（４）優先交渉権者の構成企業が、事業者選定日から事業契約締結までの間に、参加資格要件を
満たさなくなったときは、事業契約を締結しない場合がある。 

１１ 契約の概要  募集要項のとおり 



１２ 契約保証金  募集要項のとおり 

１３ 疑義対応・紛争処理 
（１）協定及び事業契約の解釈について疑義が生じた場合は、市と選定事業者は誠意を持って協
議するものとし、協議が調わない場合は、基本契約書等に規定する具体的措置に従う。 

（２）基本契約書等に関する紛争については、鳥取地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

１４ 本事業に関する情報は、適宜市公式ウェブサイトにおいて公表する。 

１５ 問合せ先 
（１）部 署  鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課 
（２）所在地  〒６８０‐８５７１ 鳥取県鳥取市幸町７１番地（本庁舎４階） 
（３）電 話  ０８５７‐３０‐８２８３ 
（４）ＦＡＸ  ０８５７‐２０‐３９４７ 
（５）メール  keizai@city.tottori.lg.jp 
（６）鳥取市公式ウェブサイト  https://www.city.tottori.lg.jp/ 


